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今
年
は
明
治
一
五
〇
年
に
な
る
た
め
薩
長
土
肥
の
み
な
ら
ず
、
全
国
各
地
で
記
念
行
事
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
は

近
代
日
本
を
成
立
さ
せ
、
紆
余
曲
折
は
あ
っ
た
も
の
の
日
本
を
大
国
に
し
た
こ
と
を
評
価
す
る
企
画
が
大
半
で
あ
る
。
そ
れ

は
事
実
で
あ
る
が
、
す
で
に
三
〇
年
に
も
な
る
現
在
の
日
本
の
低
迷
が
明
治
以
来
の
政
策
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で

あ
り
、
以
下
に
見
直
す
べ
き
三
点
を
提
案
し
た
い
。 

 

第
一
は
「
廃
藩
置
県
」
に
由
来
す
る
行
政
制
度
の
見
直
し
で
あ
る
。
一
八
六
七
年
の
「
大
政
奉
還
」
、
六
九
年
の
「
版
籍
奉

還
」
を
背
景
に
、
何
度
か
の
再
編
を
経
由
し
て
、
八
九
年
に
二
七
〇
余
藩
が
四
七
道
府
県
に
再
編
さ
れ
、
現
在
の
都
道
府
県

の
基
礎
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
行
政
単
位
を
再
編
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
各
藩
に
よ
る
分
権
体
制
を
中
央
政
府
の
集
権
体
制
に

転
換
し
た
。 

 

列
強
の
圧
力
に
対
抗
で
き
る
強
固
な
国
力
を
短
期
で
獲
得
す
る
た
め
に
は
中
央
主
権
に
よ
る
画
一
な
社
会
の
実
現
が
必

要
で
あ
っ
た
が
、
多
様
が
基
礎
で
あ
る
情
報
社
会
に
移
行
し
た
現
在
、
地
域
分
権
に
よ
り
多
様
な
教
育
、
経
済
、
福
祉
な
ど

独
自
の
制
度
で
社
会
を
維
持
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
行
政
制
度
の
再
編
と
と
も
に
地
域
分
権
を
推
進
す
る
必
要

が
あ
る
。 

 

第
二
は
「
夫
婦
同
姓
」
を
基
礎
と
す
る
戸
籍
制
度
の
見
直
し
で
あ
る
。
日
本
の
国
会
議
員
の
女
性
比
率
は
世
界
一
九
三
カ

国
中
一
六
三
位
、
男
女
の
賃
金
格
差
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
三
五
カ
国
中
三
四
位
、
い
く
つ
か
の
指
標
で
計
算
し
た
男
女
格
差

は
一
四
四
カ
国
中
一
一
四
位
と
い
う
の
が
日
本
の
現
状
で
あ
る
。
こ
れ
は
伝
統
も
影
響
し
て
い
る
が
、
そ
の
象
徴
が
夫
婦
同

姓
の
戸
籍
制
度
で
あ
る
。 

 

明
治
の
民
法
で
は
結
婚
す
れ
ば
夫
の
姓
に
統
一
、
現
在
の
民
法
で
も
夫
も
し
く
は
妻
の
姓
に
統
一
と
い
う
「
夫
婦
同
姓
」

が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
世
界
で
は
少
数
で
あ
り
、
国
際
連
合
か
ら
改
正
も
要
求
さ
れ
て
い
る
。
国
内
で
の
調
査
で
も

七
割
程
度
が
「
夫
婦
別
姓
」
を
選
択
可
能
に
す
る
制
度
を
支
持
し
て
い
る
。
男
女
格
差
解
消
の
一
歩
と
し
て
検
討
す
べ
き
課

題
で
あ
る
。 

 

第
三
は
「
殖
産
興
業
」
を
原
点
と
す
る
産
業
政
策
の
見
直
し
で
あ
る
。
昨
年
末
の
企
業
の
株
式
時
価
総
額
順
位
で
は
、
一

位
か
ら
五
位
が
ア
ッ
プ
ル
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
な
ど
ア
メ
リ
カ
の
新
興
情
報
企
業
、
六
位
が
テ
ン
セ
ン
ト
、
八
位
が
ア
リ
バ

バ
と
中
国
の
新
興
情
報
企
業
で
あ
り
、
五
〇
位
ま
で
に
は
製
造
業
の
ト
ヨ
タ
自
動
車
が
四
二
位
に
登
場
す
る
も
の
の
日
本
の

情
報
企
業
は
皆
無
で
あ
る
。 

 

そ
れ
ら
第
四
の
産
業
革
命
を
実
現
し
て
い
る
企
業
は
既
存
の
体
制
に
反
発
す
る
よ
う
な
若
者
が
創
業
し
て
い
る
。
そ
の
一

方
、
日
本
の
体
制
が
指
導
し
て
き
た
産
業
政
策
は
大
型
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
も
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
も
国
際
会
議
観
光
都
市
も
失
敗
の

連
続
で
あ
る
。
政
府
が
枠
組
を
設
定
し
、
応
募
し
た
地
域
や
企
業
の
提
案
か
ら
選
択
し
て
補
助
す
る
産
業
育
成
政
策
の
変
革

が
必
要
で
あ
る
。 

 

 

こ
こ
に
列
挙
し
た
三
例
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
明
治
維
新
で
策
定
さ
れ
た
仕
組
が
制
度
疲
労
に
直
面
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
既
得
権
益
が
制
度
の
大
胆
な
改
革
を
躊
躇
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
日
本
を
発
展
さ
せ
て
き
た
一
五
〇

年
の
制
度
の
役
割
は
評
価
す
る
も
の
の
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
今
後
の
一
五
〇
年
を
目
指
す
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。 

 

明
治
維
新
は
二
六
〇
年
近
く
継
続
し
た
幕
藩
体
制
の
否
定
に
よ
っ
て
実
現
し
た
。
そ
の
発
端
は
外
圧
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、

否
定
し
た
中
心
は
僻
地
の
下
級
の
若
年
の
武
士
と
い
う
既
存
体
制
の
主
流
で
は
な
か
っ
た
人
々
で
あ
る
。
そ
れ
を
参
考
に
す

れ
ば
、
明
治
一
五
〇
年
の
蓄
積
の
否
定
は
国
会
議
員
や
政
府
官
僚
や
巨
大
企
業
な
ど
明
治
以
来
に
確
立
さ
れ
た
枠
組
の
外
部

の
人
々
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
出
現
を
期
待
し
た
い
。 


